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報告書発行に寄せて

この群馬県ハンセン病行政資料調査の発端は、平成２５年９月に国立ハ
ンセン病療養所栗生楽泉園入所者自治会長からいただいた痛切な要望でし
た。改めて長い間辛く悲しい思いをしてきた元患者の皆様の人生を重く受
け止め、どのような史実があったのかを明らかにしなければならないとい
う思いの中で、平成２６年度に健康福祉部保健予防課内に専任の職員を配
置し、過去の県行政資料の調査に取り組みました。

今回の調査は県に保存されている明治３３年度から昭和３５年度までの
行政資料を調査したものです。幸いにして本県には戦前の資料が保存され
ており、この保存された県行政資料を調査することで、地域の状況や県及
び市町村の施策など、これまであまり触れられることのなかった調査内容
となっています。

これまで群馬県では、ハンセン病に関する正しい理解の促進に努めてき
ましたが、元患者の方々が、社会のハンセン病に対する誤った認識により
差別や偏見に苦しんできたという歴史を考えますと、あらためて痛恨の念
を禁じ得ません。

こうした悲劇が二度と起こらないようにするためには、元患者の皆様の
人生をしっかりと受け止め、そして後世に確実に伝えていかなければなり
ません。
この「群馬県ハンセン病行政資料調査報告書」が、ハンセン病問題はも

とより、今後の感染症対策における人権尊重の重要性への認識をより一層
深め、差別や偏見のない社会づくりに資するものになることを願ってやみ
ません。

平成２７年３月

群馬県知事
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